
〇 令和６年６月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、月一定時間までの利用可能枠の
中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、こども誰でも通園制度を創設

【本格実施に向けたスケジュール】 ※R7.4.1 制度化、R8.4.1 給付化

令和６年度

○ 制度の本格実施を見据えた試行的事業
・ 118自治体で実施

令和７年度

○ 法律上制度化（地域子ども・子育て支援事業）

・自治体の判断において実施

令和８年度

○ 法律に基づく新たな給付制度
・ 全自治体で実施

就
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０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳

保育所、認定こども園等

幼稚園こども誰でも通園制度
・就労要件を問わない
・月一定時間までの利用可能枠
・時間単位の柔軟な利用

小学校

※満３歳から小学校就学まで

※０歳６か月から満３歳未満を想定

※小学校就学まで
※満６歳に達し

た日の翌日以
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

○ 児童福祉法において「乳児等通園支援事業」 （※）を規定。
（※）保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満３歳未満のもの（保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。）に適切な遊

び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについて
の情報の提供、助言その他の援助を行う事業

○ 子ども・子育て支援法において、「子どものための教育・保育給付」とは別に、「乳児等のための支援給付」を規定。

参考２



【こども誰でも通園制度】令和７年度と令和８年度以降の比較表

3

令和７年度 令和８・９年度 令和10年度以降

制度 地域子ども・子育て支援事業 乳児等のための支援給付

人員配置・設備運営基準 保育士1/2配置・保育所並びの設備基準等
※必要に応じて見直し

利用可能時間 10h

未定
（経過措置有）

※国が定める時間数の実施が難しい自治体に
おける経過措置の内容についても要検討

未定

補助・公定価格等

０歳児:1,300円
１歳児:1,100円
２歳児:1,900円

※１時間300円を標準として利用料を徴収

未定

提供体制 自治体の手上げで実施 全国で実施

研修 子育て支援員研修基本研修＋専門研修
（一時預かり事業・地域型保育）等

こども誰でも通園制度に特化した研修
（開発中）




